
国会と内閣の関係について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民主党　古川元久

〔権力分立のあり方〕

１）日本国憲法における「権力分立」の規定のあり方

２）憲法第 41条「(国会は)国権の最高機関」規定
３）地方分権や第三者型独立機関を含めた権力分立構想

〔首相主導の議院内閣制の確立〕

１）憲法が規定する議院内閣制の姿は首相主導型システム

２）現実の政府運営における行政府主導型システムの存在

３）首相主導型政府運営のための憲法や内閣法等の見直し

〔国権の最高機関の再定義〕

１）国会の行政権コントロール機能と争点提供機能

２）二院制のあり方

３）参議院の役割

〔政党の憲法的位置づけ〕

１）現代政治における政党の存在意義

２）現行選挙制度における政党の位置づけ

３）政党の憲法上の位置づけ


